
  

 

 

  

 

１月１２日（金）に第３回小学校統合委員会・総務部会を開催しました。今回はＰＴＡ組織運営に

関すること、児童の学校生活に関すること、通学に関すること、校歌・校章に関すること及び式典行

事に関することについての協議内容についてお知らせします。 

 

ＰＴＡ規約の案が次のようにまとまりました。役員については、会長１名、副会長１名、書記１名、

会計１名とし、実行委員会の委員は各学年２名ずつとする。また、役員や実行委員の負担軽減も考慮

するなどし、会計補佐には教員１名を置くとする。会費は２００円／月（現在３００円／月）とする。  

なお、ＰＴＡ規約は平成３１年４月ごろに開催されるＰＴＡ総会に諮り決定となります。 

 

 通学服は、現在、白木、河内、中村小学校がデザインのよく似た服を標準服としていることから、

そのデザインを基とした標準服とすることが決定しました。決定した標準服などについては、下記の

とおりとなりました。また、統合前の通学服等については統合後も着用可能となりました。さらに、

通学服などのリユース（再利用）についても行っていくこととなりました。 

種 類 内 容 種 類 内 容 

標準服 

紺のダブルのブレザー 

紺の半ｽﾞﾎﾞﾝ・紺のひだｽｶｰﾄ 

白のｼｬﾂ、ﾌﾞﾗｳｽ、ﾎﾟﾛｼｬﾂ 

体操服 
白半袖トレーニングシャツ（襟・袖は紺） 

紺のハーフパンツ 

通学用帽子 黄色キャップ又は黄色ハット 体操用帽子 赤白帽子（日よけ付き） 

カバン 

通学カバン（ランドセル型リ

ュック）（紺色・たて型） 靴 

通学用  運動靴 

上ばき用 Ｖシューズ、バレーシューズ 

体育館用 Ｖシューズ 

 ※標準服とは学校において着用されることが望ましい又は推奨される服装。 

   

バス通学については、バスの台数は 7 台とし、バス停の位置は安全性、利便性、児童の体力面及

び現在スクールバス通学する児童の通学時間を考慮し、裏面のスクールバスバス停（案）が提案さ

れ、今後、各小学校区において協議することとなりました。 

 

   校歌・校章については、平成２３年に統合された近つ飛鳥小学校は、校歌の作詞・作曲は専門家

に依頼し、校章も大阪芸術大学にデザインを依頼したことから、今回の校歌・校章の作成について

も専門家などに依頼することが確認されました。また、依頼先については、事務局において選定す

ることになりました。 

 

 

  閉校式、開校式などの式典行事については、学校及び教育委員会で行うことが確認され、詳細内

容については、今後協議することになりました。 

 

 ※小学校統合や学校運営などに関することについてのご意見は、平成３０年２月２８日（水）まで

に下記送付先へ郵送、ＦＡＸ又はメールにてお知らせください。 

送付先 〒５８５-８５８５ 河南町大字白木１３５９－６ 河南町役場 教・育部教育課 

      ＦＡＸ番号 ０７２１－９３－７５６０ E-mail kyouiku@town.kanan.osaka.jp 
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